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令和３年度１２月補正予算概要

１ 補正の考え方

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応として、入院待機者の一時的受入体制の整備
や社会福祉施設等における保健衛生用品等購入支援等に必要な経費について計上する。

２ 補正予算額

【一般会計】 ３，２８８百万円（うち一般財源 ０百万円）

３ 予算現計

（単位：百万円）
財 源 内 訳

区 分 予 算 額
特 定 財 源 一 般 財 源

当初予算 １，４０７，３５０ ４９８，３３３ ９０９，０１７
現 計 １，４５５，４６３ ５４５，５０２ ９０９，９６１
補 正 額 ３，２８８ ３，２８８ ０
累 計 １，４５８，７５１ ５４８，７９０ ９０９，９６１
※ Ｒ３当初比 ５１,４０１百万円増（３．６５％増）

４ 財源充当額 （主なもの）

【特定財源】
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ８５０百万円
○新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 １，７５１百万円
○その他国庫支出金 ６８７百万円

本件についてのお問い合わせ先
財政課〔総括担当〕 大槻 木下
（内線）2181 （直通）025-280-5037



令和３年度12月補正予算における主な事業の概要

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と社会経済活動の両立】

● 感染拡大防止対策・医療提供体制の確保

○防災局
(単位：千円）

事 業 名 避難所における感染防止対策費（新型コロナ対応）
予 算 額 現計 42,575 補正額 179,720 補正後額 222,295
(一般財源) (0) (0) (0)
事業内容 物資調達や混雑状況の発信等に係る情報通信機器の使用に必要

な非常用電源として蓄電池及びＬＰガス発電機を調達し、県内の
指定避難所において災害時に直ちに利用できるよう予め配置す
る。

○福祉保健部
(単位：千円）

事 業 名 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業
予 算 額 現計 1,625,472 補正額 1,670,339 補正後額 3,295,811
(一般財源) (0) (0) (0)
事業内容 新型コロナウイルスワクチン接種の加速化を図るため、国が事

業実施期間を延長したことを踏まえ、ワクチンの個別接種を行う
医療機関に対し、接種回数、接種日数、医師等の従事時間数等に
より定められた額の支給に必要な予算額を増額する。

(単位：千円）
事 業 名 新型コロナウイルス感染症入院待機ステーション整備事業
予 算 額 現計 0 補正額 81,105 補正後額 81,105
(一般財源) (0) (0) (0)
事業内容 新型コロナウイルス感染症の患者数の大幅な増加に備え、入院

待機者を一時的に受け入れる体制を構築するため、酸素投与等の
必要な処置を行う入院待機ステーションを長岡市内に整備する。

(単位：千円）
事 業 名 感染防止対策支援事業（新型コロナ対応）
予 算 額 現計 0 補正額 103,469 補正後額 103,469
(一般財源) (0) (0) (0)
事業内容 社会福祉施設等の新型コロナウイルス感染防止対策に係る経費

への支援について、国が介護報酬等への上乗せから補助事業に制
度改正したことを踏まえ、保健衛生用品等の購入に要する経費を
補助する。
（補助対象）

介護施設及び障害者支援施設等
（補助率及び補助上限額）
・補 助 率：10/10
・補助上限額：施設種別・規模に応じて設定

介護施設等 最大７万円
障害者支援施設等 最大４万円



● 社会経済活動の維持

○産業労働部
(単位：千円）

事 業 名 「消費喚起・需要拡大プロジェクト」応援事業（新型コロナ対応）
予 算 額 現計 901,995 補正額 286,359 補正後額 1,188,354
(一般財源) (0) (0) (0)
事業内容 新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ県内経済

の回復に向け、協同組合や商工団体等が行う消費喚起等の取組の
計画見直しに係る追加採択分に対する支援に必要な予算額を増額
する。

○農林水産部
(単位：千円）

事 業 名 転換作物拡大緊急支援事業（新型コロナ対応）
予 算 額 現計 0 補正額 280,200 補正後額 280,200
(一般財源) (0) (0) (0)
事業内容 新型コロナウイルス感染症の影響による主食用米の需要減少に

対応し、需給環境の改善を図るため、令和４年産において更なる
減産が必要なことから、国の支援策と併せて、緊急的に主食用米
から非主食用米等への作付転換を支援する。

● 生活や文化活動への支援

○福祉保健部
(単位：千円）

事 業 名 生活福祉資金貸付事業補助金（新型コロナ対応）
予 算 額 現計 2,020,000 補正額 687,022 補正後額 2,707,022
(一般財源) (0) (0) (0)
事業内容 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世

帯に対応するため、一時的に必要となる経費を貸し付ける生活福
祉資金の原資の積み増し等に対して補助する。
○緊急小口資金
・貸付対象者：休業等による収入減少により一時的な生活資

金が必要な世帯
・貸付上限額：10万円（学校等の休業等の特例20万円）
・貸 付 利 子：無利子
・償 還 期 限：２年以内（据置１年以内）

○総合支援資金（生活支援費）
・貸付対象者：収入減少や失業等により生活が困難になって

いる世帯
・貸付上限額：２人以上…月20万円

単 身…月15万円
※３月以内貸付（再貸付可能）

・貸 付 利 子：無利子
・償 還 期 限：10年以内（据置１年以内）



ゼロ県債について【債務負担行為】

・発注業務の平準化や、測量・設計等の起工準備期間の確保、不測の
災害等に対応するため、ゼロ県債を設定する（社会資本整備総合交
付金等の事業を含む。）
※設定額 8,200,000千円


